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一関市市有林を活用したＪ－クレジット利活用連携パートナーの選定に係る 

公募型プロポーザル実施要領

１ 目的 

本要領は、市が管理する市有林において、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認

証制度に基づいて創出したＪ－クレジットを販売し、その販売益を活用した市有林の森林施業や、森林

の循環利用による脱炭素・循環型社会を形成するため、Ｊ－クレジットの長期安定取引を行うととも

に、本市との協議により連携事業等を検討するパートナーを公募型プロポーザルにより選定するため、

必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 事業概要 

⑴ 事 業 名：一関市市有林Ｊ－クレジット利活用連携事業 

⑵ 履行場所：岩手県一関市 

⑶ 事業内容：別紙仕様書のとおり 

⑷ 履行期間：パートナー候補者選定の日から令和 14 年３月 31日まで 

⑸ 担当部署：〒021-8501 岩手県一関市竹山町 7-2 

農林部林政推進課林業振興係 

電話:0191-21-8195(直通) FAX:0191-21-4221 

メール：rinseisuishin@city.ichinoseki.iwate.jp 

３ プロポーザル方式の種別 

公募型 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加する者は、仕様書等の趣旨を理解し、Ｊ－クレジットの長期安定取引を行うと

ともに、本市との協議により連携事業等を検討する企業で、企画提案書提出時点において次の事項をす

べて満たす者とする。 

 ⑴ 企業であること。 

⑵ 日本国内に本社又は支社を有し、Ｊ－クレジットの利活用を検討する執行体制を有していること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に規定する者に該当しないこと。 

⑷ 会社更生法（平成 14 年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成 11 年 

法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立て又は破産法（平成 16 年法律第 75号）に基づく破 

産手続き開始の申立てがなされていないこと。  

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定す 

る暴力団又は役員等が同条第６号に規定する暴力団員に該当しないこと、かつ一関市暴力団等排除 

措置要綱（平成 28 年一関市告示第 301 号）に規定する措置要件に該当しないこと。 

⑹ 企画提案書の提出の日からパートナー候補者を決定するまでの間に、市からの受注業務に関し、指

名停止の措置を受けていないこと。  

⑺ 国税、地方税及び市町村民税を滞納していないこと。 
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５ 応募条件 

  仕様書第４に示すクレジットを原則発行の都度、全量を購入すること。 

６ 事業全体のスケジュール及びパートナー決定までの事務手順 

⑴ 業務全体のスケジュール 

項目 日程等 

① 公募実施の公表 令和６年 12 月２日(月) 

② 質疑の受付期間 令和６年 12 月２日(月)～12 日(木)正午必着 

③ 質疑回答日 令和６年 12 月 13 日(金)まで 

④ 企画提案書の提出期間 令和６年 12 月２日(月)～17 日(火)正午必着 

⑤ 辞退届の提出期限 令和６年 12 月 17 日(火)正午必着 

⑥ 企画提案の審査 令和６年 12 月中旬 

⑦ 結果の通知 令和６年 12 月中旬 

⑧ 契約締結日 令和６年 12 月下旬 

⑵ 事務手順 

① 実施の公表について 

実施の公表は、令和６年 12 月２日(月)に一関市ホームページで行う。 

※ プロポーザルの公募に関する資料や様式等は、一関市ホームページからダウンロード可 

② 質疑応答等について 

本プロポーザルに関する質問は、実施に関する事項に限る。評価及び審査に対する質問は、受付 

けない。 

ア 【様式２】質問書を添付し、下記のアドレスへメール送信すること 

Ｅメール：rinseisuishin@city.ichinoseki.iwate.jp 

※ 到達確認のため、Ｅメール送信後に電話連絡すること 

イ 受付期間：令和６年 12 月 12 日(木)正午必着 

ウ 回答方法：令和６年 12 月 13 日(金)までに一関市ホームページに掲載する。 

③ 企画提案書の作成等について 

参加資格要件を満たすと認められた者は、次に定めるところにより企画提案書を作成し、提出 

するものとする。 

ア 提出期間：令和６年 12 月２日(月)～17日(火)正午必着 

イ 提 出 先：〒021-8501 岩手県一関市竹山町７-２ 

農林部林政推進課林業振興係 

電話：0191-21-8195(直通) FAX：0191-21-4221 

Ｅメール：rinseisuishin@city.ichinoseki.iwate.jp 

ウ 提出方法：Ｅメール 

※ 到達確認のため、Ｅメール送信後に電話連絡すること 

エ 提出部数：データで正１部 

オ 提出書類 
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提出書類 様式 留意事項 

① 企画提案書 任意様式 ・ 提案書には、応募時点におけるプロポーザル審査基準となる

次の項目をＡ４判で記載すること 

① 本事業のパートナー候補として適している点 

【必須提示項目】ＧＸリーグへの参画状況（グループ区分を提

示）、Ｊ－クレジットの長期取引に対する企業の信用力（上場の

状況等）、Ｊ－クレジットの活用に関する対外公表の状況、社会

全般での認知度、ブランド力、カーボンニュートラルに貢献する

取組 

② 長期安定購入における取引量、取引のタイミング及び具体的

な取引内容 

③ １t-CO2 当たりの購入単価（税抜き） 

 ※ 最終的な販売価格は、市との協議により決定します。 

④ Ｊ－クレジットの販売益の利活用を検討する社内の組織体制

  （担当部署の組織機構、社員数等） 

⑤ 購入したクレジットの活用(＝無効化)計画 

⑥ Ｊ－クレジット利活用についての市内外へのＰＲ方法 

⑦ 市との協業により実施する事業の提案 

⑧ 市が販売益を活用して実施してほしい事業 

② 事業者概要

調書 

様式１ ・ 会社の概要が分かるよう記載する 

・ 社歴及び業務内容は、同様の内容が記載された他の資料の添

付でも可 

・ 本業務を受注した場合の担当部署及び担当者を記載する 

・ Ｊ－クレジットの利活用等を検討する社内の組織体制につい

て、組織図等を用いて、分かりやすく記載する 

④ 参加の辞退 

企画提案者が参加を辞退したい場合、令和６年 12 月 17 日(火)正午必着までに辞退届(様式任 

意)をＥメールで提出すること(必着)  

⑤ 企画提案の審査及び評価 

ア プロポーザル審査会の設置 

企画提案書の審査及びパートナー候補者の選定を行うため、一関市市有林Ｊ－クレジット 

利活用連携事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。  

イ 評価の基準 

別紙「一関市市有林Ｊ－クレジット利活用連携事業に係るプロポーザル審査基準表」のとお 

りとする。 

⑥ 結果の通知 

パートナー候補者の選定及び結果の通知・公表については、審査会における審査基準に基づい 

て行い、速やかに全ての企画提案者に対して審査結果を次のとおり通知し、公表する。 

ア 結果の通知：令和６年 12 月下旬に結果通知書を送付 

イ 公表内容：パートナー名及びその他必要な事項 
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ウ 公表方法：一関市ホームページに掲載 

 ※ 採用企業名のみの公表とし、提案内容、審査結果等は公表しない。 

⑦ 失格又は無効 

以下のいずれかの事項に該当する揚合は、失格又は無効となることがある。 

ア 審査会の構成員に対して、直接・間接を問わず故意に接触を求めた場合 

イ 他の企画提案者と企画提案の内容又はその意図について相談を行った場合 

ウ 企画提案書類等に虚偽の記載を行った場合 

エ 参加資格要件を満たしていない事実が発覚した場合 

オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれがある不正行為を行った場合 

力 提出期限を過ぎて、企画提案書が提出された場合 

キ 本要領４に示す参加資格要件を欠くことになった場合 

⑧ 協定の締結に関する基本事項 

 一関市は、パートナー候補者と購入単価や市との協業により実施する事業等を協議し、協定を 

締結する。 

なお、パートナー候補者との協定書の締結に至らなかった場合、次点の企画提案者と交渉する 

揚合がある。 

７ 提案に係る費用の負担に関する事項 

参加申込書及び企画提案における書類作成、提出及び審査会への出席等、本プロポーザルへの参加 

に要する費用は、企画提案者の負担とする。 

８ その他留意事項 

⑴ 業務の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

⑵ 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。 

⑶ 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令等に基づいて 

保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に 

係る責任は全て企画提案者が負うものとする。 

⑷ 提出された書類は、返却しない。 

⑸ 参加申込書及び企画提案書の審査を行うため、複製を作成することがある。 

⑹ 提出された書類は、企画提案者に無断で本プロポーザル以外の用途に使用しない。 

⑺ 本プロポーザルに関し、企画提案者は、この実施要領に定めるもののほか、その他法令等に定める 

規定を遵守しなければならない。 

⑻ 提出した書類については、提出期限までは修正を認めるものとする。 

ただし、その場合、提出した書類を一旦引上げ、改めて修正した書類を提出すること。 


